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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者に携帯されている撮影要求装置が、自装置から所定の距離内に存在する撮影装置
を検出できるか否かを定期的に判定する検出工程と、
　前記検出工程において前記撮影装置が検出された場合に、前記撮影要求装置が、その旨
を前記利用者に報知する報知工程と、
　前記撮影要求装置が、前記利用者による操作を契機として、前記検出工程において検出
された撮影装置に撮影の実行を要求する場合に、前記撮影要求装置の利用者に対応する記
憶装置のアドレスを指定する転送先情報を、撮影の実行を要求する撮影要求に含める撮影
要求工程と、
　前記撮影装置が、前記撮影要求工程における要求に応じて撮影を実行する撮影実行工程
と、
　前記撮影装置が、前記撮影実行工程において撮影した画像データを、前記撮影要求に含
められた転送先情報にてアドレスを指定された記憶装置と、前記撮影装置の利用者に対応
する記憶装置とに送信する画像送信工程と
　を含むことを特徴とする画像収集方法。
【請求項２】
　自装置から所定の距離内に存在する撮影装置を検出できるか否かを定期的に判定する検
出手段と、
　前記検出手段において前記撮影装置が検出された場合に、その旨を利用者に報知する報
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知手段と、
　前記利用者による操作を契機として、前記検出手段によって検出された撮影装置に対し
て、撮影した画像データの送信先を指定して撮影の実行を要求する撮影要求送信手段と、
　自装置から所定の距離内に存在する他の携帯装置から、当該他の携帯装置の利用者に対
応する記憶装置のアドレスを転送先情報として指定して、撮影の実行の要求があった場合
に撮影を実行する撮影実行手段と、
　前記撮影実行手段によって撮影された画像データを、前記転送先情報としてアドレスを
指定された前記他の携帯装置の利用者に対応する記憶装置と、自装置の利用者に対応する
記憶装置とに送信する画像送信手段と
　を備えることを特徴とする携帯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像収集方法および携帯装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話等の普及により、誰でも自分の日々の生活
の様々な出来事を画像データとして容易に記録することが可能になっている。また、その
ような日常生活を記録した画像データ等を個人の活動記録として集積し、個人の過去の活
動を追跡できるようにするライフログと呼ばれるサービスも利用されている（例えば、非
特許文献１および非特許文献２）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】“Ｌｉｆｅ－Ｘについて”、［online］、ソニーマーケティング株式会
社、［２００９年１０月１５日検索］、インターネット＜URL：http://life-x.jp/about/
＞
【非特許文献２】“オンラインアルバムＺｏｒｇ”、［online］、株式会社ゾーグ、［２
００９年９月１５日検索］、インターネット＜URL：http://www.zorg.com/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来技術では、個人が自身の視点で日々の生活の様々な出来事を画像デ
ータとして記録することは可能でも、自分以外の視点で撮影された画像データを取得する
ことは困難だった。個人に発生した出来事をよく理解するには、その人からは見えていな
い事象であっても、その人の周囲で発生している事象を考慮する必要があることがしばし
ばある。このため、個人の活動を画像データとして記録しようとする場合、自分以外の視
点で撮影された画像データも取得できることが好ましい。
【０００５】
　例えば、道を歩いていて塀の向こうの公園から懐かしい音楽の生演奏が聞こえてきた場
合、公園内にいる人の視点で撮影された演奏者の画像データを取得できると、その出来事
の記録を有意義に残すことができる。もしそのような画像データを取得することができな
ければ、塀のこちら側の風景しか記録することができず、その場面で懐かしい音楽の生演
奏が聞こえてきたことを後から回想することは困難になる。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、自身の周辺を他人の視点から見た画像
データを取得することができる画像収集方法および携帯装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】



(3) JP 5367547 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る画像収集方法は、１つの
態様において、利用者に携帯されている撮影要求装置が、自装置から所定の距離内に存在
する撮影装置を検出できるか否かを定期的に判定する検出工程と、前記検出工程において
前記撮影装置が検出された場合に、前記撮影要求装置が、その旨を前記利用者に報知する
報知工程と、前記撮影要求装置が、前記利用者による操作を契機として、前記検出工程に
おいて検出された撮影装置に撮影の実行を要求する場合に、前記撮影要求装置の利用者に
対応する記憶装置のアドレスを指定する転送先情報を、撮影の実行を要求する撮影要求に
含める撮影要求工程と、前記撮影装置が、前記撮影要求工程における要求に応じて撮影を
実行する撮影実行工程と、前記撮影装置が、前記撮影実行工程において撮影した画像デー
タを、前記撮影要求に含められた転送先情報にてアドレスを指定された記憶装置と、前記
撮影装置の利用者に対応する記憶装置とに送信する画像送信工程とを含むことを特徴とす
る。
【０００８】
　また、本発明に係る携帯装置は、１つの態様において、自装置から所定の距離内に存在
する撮影装置を検出できるか否かを定期的に判定する検出手段と、前記検出工程において
前記撮影装置が検出された場合に、その旨を前記利用者に報知する報知工程と、前記利用
者による操作を契機として、前記検出手段によって検出された撮影装置に対して、撮影し
た画像データの送信先を指定して撮影の実行を要求する撮影要求送信手段と、自装置から
所定の距離内に存在する他の携帯装置から、当該他の携帯装置の利用者に対応する記憶装
置のアドレスを転送先情報として指定して、撮影の実行の要求があった場合に撮影を実行
する撮影実行手段と、前記撮影実行手段によって撮影された画像データを、前記転送先情
報としてアドレスを指定された前記他の携帯装置の利用者に対応する記憶装置と、自装置
の利用者に対応する記憶装置とに送信する画像送信手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る画像収集方法および携帯装置は、自身の周辺を他人の視点から見た画像デ
ータを取得することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例１に係る画像収集システムを示す図である。
【図２】図２は、実施例１に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、実施例１に係る画像管理装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、実施例１に係る携帯装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は、実施例１に係る画像管理装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】図６は、撮影要求装置の構成を示すブロック図である。
【図７】図７は、撮影装置の構成を示すブロック図である。
【図８】図８は、実施例２に係る画像収集システムを示す図である。
【図９】図９は、実施例２に係る携帯装置の構成を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、認証結果の記録の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施例２に係るサービス提供装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】図１２は、実施例２に係る携帯装置の動作を示すフローチャートである。
【図１３】図１３は、認証要求処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、要求元認証処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、撮影要求送信処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】図１７は、実施例２に係るサービス提供装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本発明に係る画像収集方法および携帯装置の実施例を図面に基づいて詳細に説
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明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。また、以下の実施
例では、既に説明した部分と同様の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省略す
る。
【実施例１】
【００１２】
　まず、本実施例に係る画像収集システムおよび画像収集方法について図１を参照しなが
ら説明する。図１に示すように、本実施例に係る画像収集システムは、携帯装置１１０ａ
および１１０ｂと、画像管理装置１２０ａおよび１２０ｂとを含む。
【００１３】
　携帯装置１１０ａは、利用者２ａの頭部や肩等に装着されるウェアブルなデバイスであ
り、利用者２ａの視点で撮影を実行して画像データを生成し、生成した画像データを画像
管理装置１２０ａに保存させる機能を有する。携帯装置１１０ｂは、利用者２ｂの頭部や
肩等に装着されるウェアブルなデバイスであり、利用者２ｂの視点で撮影を実行して画像
データを生成し、生成した画像データを画像管理装置１２０ｂに保存させる機能を有する
。
【００１４】
　携帯装置１１０ａおよび１１０ｂは、それぞれ、画像データを画像管理装置１２０ａお
よび１２０ｂに保存させるために、画像データを含む画像データ保存要求を無線通信で無
線基地局２０へ送信する。無線基地局２０は、受信した画像データ保存要求をその要求が
示す送信先へネットワーク１０を通じて転送する。
【００１５】
　画像管理装置１２０ａは、利用者２ａの画像データの保管や公開を行うサーバ装置であ
り、画像管理装置１２０ｂは、利用者２ｂの画像データの保管や公開を行うサーバ装置で
ある。画像管理装置１２０ａおよび１２０ｂは、例えば、ライフログサービスを提供する
装置に相当する。
【００１６】
　このような構成の画像収集システムにおいて、本実施例に係る画像収集方法は以下のよ
うに実行される。携帯装置１１０ａは、所定の範囲１内に他の携帯装置１１０が存在する
か否かを定期的に確認する。ここで、所定の範囲１は、利用者２ａに関連する出来事が起
こる可能性が高いと想定される範囲であり、例えば、半径約１０メートルの範囲である。
【００１７】
　そして、携帯装置１１０ａは、所定の範囲１内に携帯装置１１０ｂが存在することを検
出すると、携帯装置１１０ｂに対して撮影要求を送信する（ステップＳ１１）。携帯装置
１１０ａが送信する撮影要求には、自装置の利用者を識別するためのＩＤ等の認証情報（
この場面では、利用者２ａの認証情報）や画像データの転送先を示す情報（この場面では
、画像管理装置１２０ａのネットワークアドレス等）が含まれる。
【００１８】
　携帯装置１１０ｂは、撮影要求を受信すると、撮影を実行して画像データを生成し、生
成した画像データを含む画像データ保存要求を画像管理装置１２０ｂへ向けて送信する（
ステップＳ１２）。この場面で携帯装置１１０ｂが送信する画像データ保存要求には、携
帯装置１１０ｂの利用者を識別するためのＩＤ等の認証情報が送信元の認証情報として含
められるとともに、撮影要求に含まれていた認証情報と転送先を示す情報が対応付けて含
められる。画像データ保存要求は、無線基地局２０とネットワーク１０を介して画像管理
装置１２０ｂへ到達する。
【００１９】
　画像管理装置１２０ｂは、携帯装置１１０ｂからの画像データ保存要求を受信すると、
画像データ保存要求に転送先を示す情報が含まれているか否かを確認する。この場面では
、画像データ保存要求に転送先を示す情報として画像管理装置１２０ａの情報が含まれて
いるので、画像管理装置１２０ｂは、送信元である携帯装置１１０ｂの利用者の認証情報
が正しいことを確認してその認証情報に含まれるＩＤに対応する領域に画像データを保存
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する通常の動作を行った後、画像データ保存要求を画像管理装置１２０ａへ送信する。送
信される画像データ保存要求には、転送先を示す情報と対応付けて格納されていた認証情
報が送信元の認証情報として含まれるとともに、画像データのコピーが含まれる。
【００２０】
　画像管理装置１２０ａは、画像データ保存要求を受信すると、画像データ保存要求に転
送先を示す情報が含まれているか否かを確認する。この場面では、転送先を示す情報が含
まれないので、画像管理装置１２０ａは、画像データ保存要求に含まれる認証情報が正し
いことを確認した後、その認証情報に含まれるＩＤに対応する領域に画像データを保存す
る（ステップＳ１３）。
【００２１】
　このように、本実施例に係る画像収集方法では、携帯装置１１０ａが所定の範囲１内に
携帯装置１１０ｂが存在することを検出すると、転送先を示す情報等を指定した撮影要求
を携帯装置１１０ｂへ送信して撮影の実行と画像データの送信を依頼することとしたので
、利用者２ａは、自身の周辺を他人の視点から見た画像データを取得することができる。
【００２２】
　なお、上記の説明では、携帯装置１１０ｂが撮影した画像データを利用者２ａが取得す
る場合について説明したが、同様の手順により、携帯装置１１０ａが撮影した画像データ
を利用者２ｂが取得することができる。また、図１に示した携帯装置１１０と画像管理装
置１２０の台数は一例であり、これらの装置の台数は任意である。
【００２３】
　次に、図１に示した携帯装置１１０ａおよび１１０ｂと画像管理装置１２０ａおよび１
２０ｂのより詳細な構成について説明する。なお、携帯装置１１０ａおよび１１０ｂの構
成は同様であるので、携帯装置１１０ａを例にして構成を説明する。また、画像管理装置
１２０ａおよび１２０ｂの構成は同様であるので、画像管理装置１２０ａを例にして構成
を説明する。
【００２４】
　図２は、携帯装置１１０ａの構成を示すブロック図である。図２に示すように、携帯装
置１１０ａは、撮影部１１１と、通信部１１２と、通信部１１３と、記憶部１１４と、制
御部１１５とを有する。撮影部１１１は、撮像センサによって得られる信号をデジタル処
理して画像データを生成する。
【００２５】
　通信部１１２は、比較的短距離の通信を行うための通信部であり、他の携帯装置１１０
を検出したり、他の携帯装置１１０との間で要求や応答をやりとりしたりするために使用
される。通信部１１２は、例えば、光や音波や微弱な電波を用いて対向の装置と通信を行
う。通信部１１３は、比較的長距離の通信を行うための通信部であり、無線基地局２０を
介して画像管理装置１２０との間で要求や応答をやりとりしたりするために使用される。
【００２６】
　記憶部１１４は、例えば、半導体記憶装置であり、自装置を所有する利用者のＩＤや自
装置を所有する利用者に対応する画像管理装置１２０のネットワークアドレスのように制
御部１１５の動作に必要な各種設定情報や、撮影部１１１によって生成された画像データ
を記憶する。
【００２７】
　制御部１１５は、携帯装置１１０ａを全体制御する制御部であり、撮影要求処理部１１
５ａと、撮影実行処理部１１５ｂとを有する。撮影要求処理部１１５ａは、撮影手段検出
部１１５ｃと、撮影要求送信部１１５ｄとを有し、所定の範囲１内に存在する他の携帯装
置１１０またはこれと同等の機能を有する装置を検出するとともに、検出した装置に撮影
の実行と画像データの送信を要求する。撮影実行処理部１１５ｂは、撮影要求受信部１１
５ｅと、撮影実行部１１５ｆと、画像送信部１１５ｇとを有し、予め設定されているタイ
ミングと他の装置から要求されたタイミングで撮影部１１１に撮影を実行させ、生成され
た画像データを自装置に対応する画像管理装置１２０へ送信する。
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【００２８】
　撮影手段検出部１１５ｃは、所定の範囲１内に存在する他の携帯装置１１０またはこれ
と同等の機能を有する装置を検出する。具体的には、撮影手段検出部１１５ｃは、通信部
１１２から所定の範囲１内に届く程度の強度で所定の検出用の信号を送信させ、いずれか
の装置からの応答が受信された場合に他の携帯装置１１０等が所定の範囲１内に存在する
と判定する。また、撮影手段検出部１１５ｃは、所定の検出用の信号が通信部１１２で受
信された場合に、通信部１１２から応答を送信させる。
【００２９】
　撮影要求送信部１１５ｄは、撮影手段検出部１１５ｃによって他の携帯装置１１０等が
検出された場合に、通信部１１２から撮影要求を送信させる。撮影要求送信部１１５ｄは
、自装置を所有する利用者のＩＤ等を記憶部１１４から取得して認証情報として撮影要求
に含めるとともに、自装置を所有する利用者に対応する画像管理装置１２０のネットワー
クアドレスを記憶部１１４から取得して画像データの転送先を示す情報として撮影要求に
含める。
【００３０】
　撮影要求受信部１１５ｅは、撮影要求が通信部１１２で受信された場合に、撮影要求に
含まれる認証情報と転送先を示す情報を指定して撮影実行部１１５ｆに撮影の実行を要求
する。撮影実行部１１５ｆは、予め設定されているタイミングまたは撮影要求受信部１１
５ｅから要求されたタイミングで撮影部１１１に画像データを生成させ、画像送信部１１
５ｇに画像データの送信を要求する。
【００３１】
　画像送信部１１５ｇは、自装置を所有する利用者に対応する画像管理装置１２０のネッ
トワークアドレスと自装置を所有する利用者のＩＤ等の認証情報を記憶部１１４から取得
し、取得したネットワークアドレスを送信先として設定し、取得した認証情報を送信元の
認証情報として設定した画像データ保存要求を通信部１１３から送信させる。画像データ
保存要求には、生成された画像データが含められる。
【００３２】
　撮影要求受信部１１５ｅから要求されたタイミングで画像データが生成された場合、画
像送信部１１５ｇは、撮影要求受信部１１５ｅが指定した認証情報と転送先を示す情報、
すなわち、受信された撮影要求に含まれていた認証情報と転送先を示す情報を対応付けて
、送信される画像データ保存要求に含める。
【００３３】
　図３は、画像管理装置１２０ａの構成を示すブロック図である。図３に示すように、画
像管理装置１２０ａは、通信部１２１と、画像記憶部１２２と、利用者情報記憶部１２３
と、制御部１２４とを有する。なお、図３では、本実施例に係る画像収集方法に関連する
構成のみを図示しており、画像データを公開するための構成等については図示を省略して
いる。
【００３４】
　通信部１２１は、ネットワーク１０に接続された他の装置との間で要求や応答をやりと
りするとともに、無線基地局２０を介して携帯装置１１０との間で要求や応答をやりとり
したりするために使用される。
【００３５】
　画像記憶部１２２と利用者情報記憶部１２３は、例えば、ハードディスク装置や半導体
記憶装置である。画像記憶部１２２は、利用者情報記憶部１２３に登録されている各利用
者の画像データを、利用者毎に設けられた領域に記憶する。利用者情報記憶部１２３は、
利用者のＩＤや暗証番号等の認証番号や、利用者が利用しているサービスの各種設定情報
等を記憶する。
【００３６】
　制御部１２４は、画像管理装置１２０ａを全体制御する制御部であり、画像受信部１２
４ａと、保存場所判定部１２４ｂと、画像保存部１２４ｃと、画像転送部１２４ｄとを有
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する。
【００３７】
　画像受信部１２４ａは、画像データ保存要求が通信部１２１で受信された場合に、画像
データ保存要求に含まれる画像データの保存場所を保存場所判定部１２４ｂに判定させる
。保存場所判定部１２４ｂは、画像データ保存要求に転送先を示す情報が含まれていなけ
れば、画像データの保存場所を自装置と判定し、さもなければオリジナルの画像データの
保存場所を自装置と判定し、画像データのコピーの保存場所を画像データ保存要求に含ま
れる転送先を示す情報が示す他の装置と判定する。
【００３８】
　画像保存部１２４ｃは、画像データ保存要求に送信元の認証情報として含まれるＩＤ等
と利用者情報記憶部１２３に記憶されている利用者のＩＤ等を照合して認証を行う。そし
て、認証が成功した場合、画像保存部１２４ｃは、認証が成功した利用者に対応する画像
記憶部１２２の領域に画像データを保存する。一方、認証が成功しなかった場合、画像保
存部１２４ｃは、画像データを破棄する。
【００３９】
　画像転送部１２４ｄは、保存場所判定部１２４ｂによって画像データのコピーの保存場
所が他の装置と判定された場合に、転送先を示す情報として設定されているネットワーク
アドレスを送信先として設定した画像データ保存要求を通信部１２１から送信させる。画
像転送部１２４ｄが送信させる画像データ保存要求には、転送先を示す情報と対応付けて
格納されていた認証情報が送信元の認証情報として含まれるとともに、画像データのコピ
ーが含まれる。
【００４０】
　次に、図２に示した携帯装置１１０ａと図３に示した画像管理装置１２０ａの動作につ
いてフローチャートを参照しながら説明する。
【００４１】
　図４は、携帯装置１１０ａの動作を示すフローチャートである。図４に示すように、携
帯装置１１０ａにおいては、通信部１１２で撮影要求が受信されると（ステップＳ１０１
肯定）、撮影実行部１１５ｆが、撮影部１１１に撮影を実行させる（ステップＳ１０２）
。そして、画像送信部１１５ｇが、撮影部１１１によって生成された画像データを含む画
像データ保存要求を画像管理装置１２０ａへ送信する（ステップＳ１０３）。
【００４２】
　一方、通信部１１２で撮影要求が受信されていない場合（ステップＳ１０１否定）、撮
影手段検出部１１５ｃが、所定の範囲１内に携帯装置１１０ｂ等が存在することを検出し
ていれば（ステップＳ１０４肯定）、撮影要求送信部１１５ｄが、撮影要求を送信する（
ステップＳ１０５）。
【００４３】
　以上の処理手順を携帯装置１１０ａは、繰り返し実行する。また、携帯装置１１０ａは
、図４に示した動作以外にも、予め設定されているタイミングで撮影部１１１に撮影を実
行させ、生成された画像データを画像管理装置１２０ａへ送信する動作を実行する。
【００４４】
　図５は、画像管理装置１２０ａの動作を示すフローチャートである。図５に示すように
、画像管理装置１２０ａにおいては、通信部１２１で画像データ保存要求が受信されると
（ステップＳ２０１肯定）、保存場所判定部１２４ｂが、画像データの転送が必要である
かを判定する。
【００４５】
　そして、画像データの転送が必要でないと判定された場合は（ステップＳ２０２否定）
、画像保存部１２４ｃが、画像データを画像記憶部１２２に保存する（ステップＳ２０３
）。一方、画像データの転送が必要であると判定された場合は（ステップＳ２０２肯定）
、画像保存部１２４ｃが、画像データを画像記憶部１２２に保存し（ステップＳ２０４）
、画像転送部１２４ｄが、画像データのコピーを含む画像データ保存要求を、転送先を示
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す情報に対応する装置へ転送する（ステップＳ２０５）。
【００４６】
　以上の処理手順を画像管理装置１２０ａは、繰り返し実行する。また、画像管理装置１
２０ａは、図５に示した動作以外にも、画像記憶部１２２に記憶されている画像データを
、ネットワーク１０を介して公開する等の動作を行う。
【００４７】
　上述してきたように、本実施例では、利用者が装着する携帯装置１１０が、所定の範囲
内に存在する他の装置を検出し、その装置に撮影を依頼することとしたので、利用者は、
自分以外の視点から見た自身の周囲の画像を取得することができる。
【００４８】
　なお、本実施例では、撮影を他の装置に要求する機能と、他の装置からの要求にしたが
って撮影を実行する機能とを併せもった携帯装置１１０ａおよび１１０ｂの例を示したが
、これらの機能の一方のみをもつように装置を構成してもよい。
【００４９】
　例えば、撮影を他の装置に要求する機能はもつが、他の装置からの要求にしたがって撮
影を実行する機能はもたない装置は、図６に示す撮影要求装置１３０のように、通信部１
１２と、記憶部１１４と、撮影要求処理部１１５ａを含む制御部１３５とを有する装置と
して構成することができる。
【００５０】
　一方、撮影を他の装置に要求する機能はもたないが、他の装置からの要求にしたがって
撮影を実行する機能はもつ装置は、図７に示す撮影装置１４０のように、撮影部１１１と
、通信部１１２と、通信部１１３と、記憶部１１４と、撮影実行処理部１１５ｂを含む制
御部１４５とを有する装置として構成することができる。
【００５１】
　このように携帯装置１１０ａの機能を撮影要求装置１３０と撮影装置１４０という２台
の装置に分離する場合、利用者は、目的や都合に応じて、撮影要求装置１３０と撮影装置
１４０を両方とも携帯してもよいし、一方のみを携帯してもよい。また、この場合、撮影
装置１４０を街頭や店頭などに固定的に設置することとしてもよい。
【００５２】
　また、本実施例では、携帯装置１１０が、他の装置から撮影要求を受信した場合に、自
装置に対応する画像管理装置を経由して撮影要求で指定された画像管理装置へ画像データ
を送信することとしたが、異なる経路で画像データを送信することとしてもよい。例えば
、他の装置から撮影要求を受信した場合に、携帯装置１１０が、自装置に対応する画像管
理装置を経由させることなく、撮影要求で指定された画像管理装置へ画像データを直接に
送信することとしてもよい。また、他の装置から撮影要求を受信した場合に、携帯装置１
１０が、画像データを撮影要求の送信元の装置へ送信することとしてもよい。
【実施例２】
【００５３】
　本実施例では、利用者が、自分以外の視点から見た自身の周囲の画像を自分の希望する
タイミングで取得することを可能にする例について説明する。
【００５４】
　まず、本実施例に係る画像収集システムおよび画像収集方法について図８を参照しなが
ら説明する。図８に示すように、本実施例に係る画像収集システムは、携帯装置２１０ａ
および２１０ｂと、画像管理装置２２０ａおよび２２０ｂと、サービス提供装置２５０と
を含む。なお、図８では、無線基地局２０の図示を説明の便宜上省略している。
【００５５】
　携帯装置２１０ａは、利用者２ａの頭部や肩等に装着されるウェアブルなデバイスであ
り、利用者２ａの視点で撮影を実行して画像データを生成し、生成した画像データを画像
管理装置２２０ａに保存させる機能を有する。携帯装置２１０ｂは、利用者２ｂの頭部や
肩等に装着されるウェアブルなデバイスであり、利用者２ｂの視点で撮影を実行して画像



(9) JP 5367547 B2 2013.12.11

10

20

30

40

50

データを生成し、生成した画像データを画像管理装置２２０ｂに保存させる機能を有する
。
【００５６】
　携帯装置２１０ａおよび２１０ｂは、それぞれ、画像データを画像管理装置２２０ａお
よび２２０ｂに保存させるために、画像データを含む画像データ保存要求をサービス提供
装置２５０へ送信する。サービス提供装置２５０は、受信した画像データ保存要求を、画
像データの送信先を示す情報として設定されているネットワークアドレスや、画像データ
の転送先を示す情報として設定されているネットワークアドレス等に基づいて画像管理装
置２２０ａや画像管理装置２２０ｂへ転送する。
【００５７】
　画像管理装置２２０ａは、利用者２ａの画像データの保管や公開を行うサーバ装置であ
り、画像管理装置２２０ｂは、利用者２ｂの画像データの保管や公開を行うサーバ装置で
ある。画像管理装置２２０ａおよび２２０ｂは、例えば、ライフログサービスを提供する
装置に相当する。
【００５８】
　サービス提供装置２５０は、携帯装置２１０ａおよび２１０ｂに対して、対向の携帯装
置２１０についての認証や、画像データ保存要求の転送といったサービスを提供する。
【００５９】
　このような構成の画像収集システムにおいて、本実施例に係る画像収集方法は以下のよ
うに実行される。携帯装置２１０ａは、所定の範囲１内に他の携帯装置２１０が存在する
か否かを定期的に確認する。
【００６０】
　そして、携帯装置２１０ａは、所定の範囲１内に携帯装置２１０ｂが存在することを検
出すると、携帯装置２１０ｂに対して認証要求を送信する（ステップＳ２１）。携帯装置
２１０ａが送信する認証要求には、自装置の利用者を識別するためのＩＤ等の認証情報（
この場面では、利用者２ａの認証情報）が含まれる。
【００６１】
　携帯装置２１０ｂは、認証要求を受信すると、認証要求に含まれる認証情報をサービス
提供装置２５０へ送信して認証処理を実行させる（ステップＳ２２）。そして、認証結果
を携帯装置２１０ａへ応答する（ステップＳ２３）。認証結果として認証成功を応答する
場合、携帯装置２１０ｂは、自装置の利用者を識別するためのＩＤ等の認証情報（この場
面では、利用者２ｂの認証情報）を応答に含める。一方、認証結果として認証失敗を応答
する場合、携帯装置２１０ｂは、その後、携帯装置２１０ａが携帯装置２１０ｂへ撮影要
求を送信しても、撮影を実行しない。
【００６２】
　携帯装置２１０ｂから認証結果として認証成功が応答された場合、携帯装置２１０ａは
、応答に含まれる認証情報をサービス提供装置２５０へ送信して認証処理を実行させる。
そして、認証結果が認証成功だった場合、携帯装置２１０ａは、所定の範囲１内に撮影手
段が存在する旨を光や音を用いて利用者２ａに報知する（ステップＳ２４）。
【００６３】
　報知を受けた利用者２ａは、自分の希望するタイミングで携帯装置２１０ａに対して所
定の操作を行って撮影要求を送信させる（ステップＳ２５）。携帯装置２１０ａが送信す
る撮影要求には、自装置の利用者を識別するためのＩＤ等の認証情報（この場面では、利
用者２ａの認証情報）や画像データの転送先を示す情報（この場面では、画像管理装置２
２０ａのネットワークアドレス等）が含まれる。
【００６４】
　携帯装置２１０ｂは、撮影要求を受信すると、撮影を実行して画像データを生成し、生
成した画像データを含む画像データ保存要求をサービス提供装置２５０へ向けて送信する
（ステップＳ２６）。この場面で携帯装置２１０ｂが送信する画像データ保存要求には、
携帯装置２１０ｂに対応する画像管理装置２２０ｂのネットワークアドレス等が送信先を
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示す情報として設定され、携帯装置２１０ｂの利用者を識別するためのＩＤ等の認証情報
が送信先を示す情報と対応付けて設定される。また、撮影要求に含まれていた認証情報と
転送先を示す情報が、対応付けられて、画像データ保存要求に含められる。
【００６５】
　サービス提供装置２５０は、画像データ保存要求を受信すると、画像データ保存要求に
含まれる画像データの送信先を示す情報に対応する装置へ画像データ保存要求を転送する
。この場面では、画像データの送信先を示す情報として画像管理装置２２０ｂのネットワ
ークアドレス等が設定されているので、サービス提供装置２５０は、画像データ保存要求
を画像管理装置２２０ｂへ転送する。画像管理装置２２０ｂは、画像データ保存要求を受
信すると、画像データの送信先を示す情報と対応付けてられている認証情報が正しいこと
を確認した後、その認証情報に含まれるＩＤに対応する領域に画像データを保存する（ス
テップＳ２７）。
【００６６】
　さらに、サービス提供装置２５０は、画像データ保存要求に画像データの転送先を示す
情報が含まれていれば、その情報に対応する装置へ画像データ保存要求を転送する。この
場面では、画像データの転送先を示す情報として画像管理装置２２０ａのネットワークア
ドレス等が設定されているので、サービス提供装置２５０は、画像データのコピーを含む
画像データ保存要求を画像管理装置２２０ａへ送信する。画像管理装置２２０ａへ送信さ
れる画像データ保存要求には、受信された画像データ保存要求で画像データの転送先を示
す情報として設定されていた情報が、画像データの送信先を示す情報として設定される。
また、受信された画像データ保存要求で画像データの転送先を示す情報と対応付けられて
いた認証情報が、画像データの送信先を示す情報と対応付けて設定される。画像管理装置
２２０ａは、画像データ保存要求を受信すると、画像データの送信先を示す情報と対応付
けてられている認証情報が正しいことを確認した後、その認証情報に含まれるＩＤに対応
する領域に画像データを保存する（ステップＳ２８）。
【００６７】
　このように、本実施例に係る画像収集方法では、携帯装置２１０ａが所定の範囲１内に
携帯装置２１０ｂが存在することを検出し、携帯装置２１０ｂに撮影を依頼することが可
能となった場合にその旨を利用者２ａに報知することとしたので、利用者２ａは、自身の
周辺を他人の視点から見た画像データを取得可能な状態か否かを把握した上で、自分の希
望するタイミングで他人の視点から見た画像データを取得することができる。
【００６８】
　また、本実施例に係る画像収集方法では、撮影を依頼する装置と撮影を実行する装置が
対向の装置について認証を行うこととしたので、不正な目的をもつ者のために撮影を行っ
たり、撮影された画像データが悪用されたりといったリスクを低減することができる。
【００６９】
　なお、上記の説明では、携帯装置２１０ｂが撮影した画像データを利用者２ａが取得す
る場合について説明したが、同様の手順により、携帯装置２１０ａが撮影した画像データ
を利用者２ｂが取得することができる。また、図８に示した携帯装置２１０と画像管理装
置２２０の台数は一例であり、これらの装置の台数は任意である。
【００７０】
　次に、図８に示した携帯装置２１０ａおよび２１０ｂとサービス提供装置２５０のより
詳細な構成について説明する。なお、携帯装置２１０ａおよび２１０ｂの構成は同様であ
るので、携帯装置２１０ａを例にして構成を説明する。
【００７１】
　図９は、携帯装置２１０ａの構成を示すブロック図である。図９に示すように、携帯装
置２１０ａは、撮影部１１１と、通信部１１２と、通信部１１３と、記憶部２１４と、制
御部２１５と、操作部２１６と、報知部２１７とを有する。
【００７２】
　記憶部２１４は、例えば、半導体記憶装置であり、自装置を所有する利用者のＩＤや自
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装置を所有する利用者に対応する画像管理装置２２０のネットワークアドレスのように制
御部２１５の動作に必要な各種設定情報や、撮影部１１１によって生成された画像データ
を記憶する。また、記憶部２１４は、図１０に示すように、携帯装置２１０ａがサービス
提供装置２５０に要求した認証処理の結果を、認証対象の利用者のＩＤと対応付けて記憶
する。
【００７３】
　操作部２１６は、他の装置への撮影要求の送信指示等のための操作を利用者から受け付
ける。報知部２１７は、他の装置に撮影を依頼することが可能となった場合に、その旨を
利用者に報知する。報知部２１７による報知は、例えば、光、音、振動等によって実現さ
れる。
【００７４】
　制御部２１５は、携帯装置２１０ａを全体制御する制御部であり、撮影要求処理部２１
５ａと、撮影実行処理部２１５ｂと、認証部２１５ｈとを有する。撮影要求処理部２１５
ａは、撮影手段検出部２１５ｃと、撮影要求送信部２１５ｄとを有し、所定の範囲１内に
存在する他の携帯装置２１０またはこれと同等の機能を有する装置を検出するとともに、
検出した装置に撮影の実行と画像データの送信を要求する。撮影実行処理部２１５ｂは、
撮影要求受信部２１５ｅと、撮影実行部２１５ｆと、画像送信部２１５ｇとを有し、予め
設定されているタイミングと他の装置から要求されたタイミングで撮影部１１１に撮影を
実行させ、生成された画像データを自装置に対応する画像管理装置２２０へ送信する。
【００７５】
　認証部２１５ｈは、対向装置の認証に関する処理を実行する。具体的には、所定の範囲
１内に存在する他の携帯装置２１０またはこれと同等の機能を有する装置が撮影手段検出
部２１５ｃによって検出された場合に、自装置を所有する利用者のＩＤ等を記憶部２１４
から取得し、これらを認証情報として設定した認証要求を送信して、自装置についての認
証を求める。認証成功の応答があった場合、認証部２１５ｈは、応答に含まれる認証情報
をサービス提供装置２５０に送信して応答元の装置についての認証処理の実行を要求する
。そして、サービス提供装置２５０から認証成功の応答があった場合は、他の装置に撮影
を依頼することが可能となった旨の報知を報知部２１７に行わせる。
【００７６】
　また、認証部２１５ｈは、他の装置から認証要求を受信した場合、認証要求に含まれる
認証情報をサービス提供装置２５０に送信して要求元の装置についての認証処理の実行を
要求し、認証結果を要求元へ応答する。認証結果として認証成功を応答する場合、認証部
２１５ｈは、自装置を所有する利用者のＩＤ等を記憶部２１４から取得し、これらを認証
情報として応答に含める。
【００７７】
　なお、認証部２１５ｈは、サービス提供装置２５０に要求した認証処理の結果を図１０
に示したように記憶部２１４に記憶させる。そして、サービス提供装置２５０に認証処理
を要求すべき認証情報に対応する認証結果が記憶部２１４に記憶されている場合は、サー
ビス提供装置２５０に要求を行わずに、記憶部２１４に記憶されている認証結果をサービ
ス提供装置２５０からの応答として利用する。
【００７８】
　撮影手段検出部２１５ｃは、所定の範囲１内に存在する他の携帯装置２１０またはこれ
と同等の機能を有する装置を検出する。具体的には、撮影手段検出部２１５ｃは、通信部
１１２から所定の範囲１内に届く程度の強度で所定の検出用の信号を送信させ、いずれか
の装置からの応答が受信された場合に他の携帯装置２１０等が所定の範囲１内に存在する
と判定する。また、撮影手段検出部２１５ｃは、所定の検出用の信号が通信部１１２で受
信された場合に、通信部１１２から応答を送信させる。
【００７９】
　また、撮影手段検出部２１５ｃは、所定の範囲１内に存在する他の携帯装置２１０また
はこれと同等の機能を有する装置がひとつも検出されなかった場合は、他の装置に撮影を
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依頼することが可能となった旨の報知の停止を報知部２１７に指示する。
【００８０】
　撮影要求送信部２１５ｄは、撮影要求の送信指示を示す操作が操作部２１６に対して行
われた場合に、通信部１１２から撮影要求を送信させる。撮影要求送信部２１５ｄは、自
装置を所有する利用者のＩＤ等を記憶部２１４から取得して認証情報として撮影要求に含
めるとともに、自装置を所有する利用者に対応する画像管理装置２２０のネットワークア
ドレスを記憶部２１４から取得して画像データの転送先を示す情報として撮影要求に含め
る。
【００８１】
　撮影要求受信部２１５ｅは、撮影要求が通信部１１２で受信された場合に、撮影要求に
含まれる認証情報に対応する認証結果を記憶部２１４から取得する。そして、認証情報に
対応する認証結果が記憶部２１４に存在し、かつ、認証結果が認証成功の場合、撮影要求
受信部２１５ｅは、撮影実行部２１５ｆに撮影の実行を要求する。
【００８２】
　撮影実行部２１５ｆは、予め設定されているタイミングまたは撮影要求受信部２１５ｅ
から要求されたタイミングで撮影部１１１に画像データを生成させ、画像送信部２１５ｇ
に画像データの送信を要求する。
【００８３】
　画像送信部２１５ｇは、サービス提供装置２５０のネットワークアドレスと自装置を所
有する利用者のＩＤ等の認証情報を記憶部２１４から取得し、取得したネットワークアド
レスを画像データの送信先を示す情報として設定し、取得した認証情報を画像データの送
信先を示す情報と対応付けて設定した画像データ保存要求を通信部１１３から送信させる
。画像データ保存要求には、生成された画像データが含められる。
【００８４】
　撮影要求受信部２１５ｅから要求されたタイミングで画像データが生成された場合、画
像送信部２１５ｇは、受信された撮影要求に含まれていた認証情報と転送先を示す情報を
対応付けて、送信される画像データ保存要求に含める。
【００８５】
　図１１は、サービス提供装置２５０の構成を示すブロック図である。図１１に示すよう
に、サービス提供装置２５０は、通信部２５１と、利用者情報記憶部２５２と、制御部２
５３とを有する。
【００８６】
　通信部２５１は、ネットワーク１０に接続された他の装置との間で要求や応答をやりと
りするとともに、無線基地局（図示略）を介して携帯装置２１０との間で要求や応答をや
りとりしたりするために使用される。
【００８７】
　利用者情報記憶部２５２は、例えば、ハードディスク装置や半導体記憶装置であり、利
用者のＩＤや暗証番号等の認証番号や、利用者が利用しているサービスの各種設定情報等
を記憶する。
【００８８】
　制御部２５３は、サービス提供装置２５０を全体制御する制御部であり、認証部２５３
ａと、画像受信部２５３ｂと、転送先判定部２５３ｃと、画像転送部２５３ｄとを有する
。
【００８９】
　認証部２５３ａは、通信部２５１で受信された認証情報と利用者情報記憶部２５２に記
憶されている認証情報とを照合して認証処理を行い、認証結果を通信部２５１から認証処
理の要求元へ送信させる。
【００９０】
　画像受信部２５３ｂは、画像データ保存要求が通信部２５１で受信された場合に、転送
先判定部２５３ｃに画像データ保存要求の転送先を判定させる。転送先判定部２５３ｃは
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、画像データ保存要求に含まれる送信先を示す情報が示す装置をオリジナルの画像データ
の転送先と判定する。また、転送先判定部２５３ｃは、画像データ保存要求に転送先を示
す情報が含まれている場合は、転送先を示す情報が示す装置を画像データのコピーの転送
先と判定する。
【００９１】
　画像転送部２５３ｄは、転送先判定部２５３ｃによってオリジナルの画像データの転送
先と判定された装置のネットワークアドレスを送信先として設定し直して、画像データ保
存要求を通信部２５１から送信させる。また、画像転送部２５３ｄは、転送先判定部２５
３ｃによって画像データのコピーの転送先と判定された装置があれば、その装置のネット
ワークアドレスを送信先として設定し、画像データのコピーを含めた画像データ保存要求
を通信部２５１から送信させる。コピーの転送先と判定された装置へ送信される画像デー
タ保存要求には、受信された画像データ保存要求で画像データの転送先を示す情報として
設定されていた情報が、画像データの送信先を示す情報として設定される。また、受信さ
れた画像データ保存要求で画像データの転送先を示す情報と対応付けられていた認証情報
が、画像データの送信先を示す情報と対応付けて設定される。
【００９２】
　次に、図９に示した携帯装置２１０ａと図１１に示したサービス提供装置２５０の動作
についてフローチャートを参照しながら説明する。
【００９３】
　図１２は、携帯装置２１０ａの動作を示すフローチャートである。図１２に示すように
、携帯装置２１０ａにおいては、通信部１１２で撮影要求が受信されると（ステップＳ３
０１肯定）、撮影実行処理部２１５ｂが、後述する撮影処理を実行する（ステップＳ３０
２）。また、通信部１１２で認証要求が受信されると（ステップＳ３０１否定、ステップ
Ｓ３０３肯定）、認証部２１５ｈが、後述する要求元認証処理を実行する（ステップＳ３
０４）。
【００９４】
　また、撮影要求の送信指示を示す操作が操作部２１６に対して行われると（ステップＳ
３０１否定、ステップＳ３０３否定、ステップＳ３０５肯定）、撮影要求処理部２１５ａ
が後述する撮影要求送信処理を実行する（ステップＳ３０６）。また、所定の範囲１内に
存在する他の携帯装置２１０等が撮影手段検出部２１５ｃによって検出されると（ステッ
プＳ３０１否定、ステップＳ３０３否定、ステップＳ３０５否定、ステップＳ３０７肯定
）、認証部２１５ｈが、後述する認証要求処理を実行する（ステップＳ３０８）。
【００９５】
　そして、所定の範囲１内に存在する他の携帯装置２１０等が撮影手段検出部２１５ｃに
よって検出されない場合（ステップＳ３０１否定、ステップＳ３０３否定、ステップＳ３
０５否定、ステップＳ３０７否定）、撮影手段検出部２１５ｃは、他の装置に撮影を依頼
することが可能となった旨の報知の中止を報知部２１７に指示する（ステップＳ３０９）
。
【００９６】
　以上の処理手順を携帯装置２１０ａは、繰り返し実行する。また、携帯装置２１０ａは
、図１２に示した動作以外にも、予め設定されているタイミングで撮影部１１１に撮影を
実行させ、生成された画像データをサービス提供装置２５０へ送信する動作を実行する。
【００９７】
　図１３は、認証要求処理の処理手順を示すフローチャートである。図１３に示すように
、認証部２１５ｈは、検出された他の装置へ認証要求を送信し（ステップＳ４０１）、応
答として認証結果を受信する（ステップＳ４０２）。ここで、認証結果が認証成功でなけ
れば（ステップＳ４０３否定）、認証部２１５ｈは、認証要求処理を終了させる。
【００９８】
　一方、認証結果が認証成功であれば（ステップＳ４０３肯定）、認証部２１５ｈは、応
答に認証情報として含まれるＩＤに対応する認証結果を記憶部２１４から取得する（ステ
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ップＳ４０４）。ここで、認証結果がなかった場合は（ステップＳ４０５否定）、認証部
２１５ｈは、応答に含まれる認証情報をサービス提供装置２５０へ送信して認証処理の実
行を要求し（ステップＳ４０６）、サービス提供装置２５０から応答された認証結果を認
証情報に含まれるＩＤと対応付けて記憶部２１４に記録する（ステップＳ４０７）。
【００９９】
　そして、ステップＳ４０４で取得した認証結果が認証成功だった場合、または、サービ
ス提供装置２５０から応答された認証結果が認証成功だった場合（ステップＳ４０８肯定
）、認証部２１５ｈは、他の装置に撮影を依頼することが可能となった旨の報知を報知部
２１７に行わせ、認証要求処理を終了させる（ステップＳ４０９）。一方、ステップＳ４
０４で取得した認証結果が認証失敗だった場合、または、サービス提供装置２５０から応
答された認証結果が認証失敗だった場合（ステップＳ４０８否定）、認証部２１５ｈは、
他の装置に撮影を依頼することが可能となった旨の報知を報知部２１７に行わせることな
く、認証要求処理を終了させる。
【０１００】
　図１４は、要求元認証処理の処理手順を示すフローチャートである。図１４に示すよう
に、認証部２１５ｈは、認証要求に認証情報として含まれるＩＤに対応する認証結果を記
憶部２１４から取得する（ステップＳ５０１）。ここで、認証結果がなかった場合は（ス
テップＳ５０２否定）、認証部２１５ｈは、認証要求に含まれる認証情報をサービス提供
装置２５０へ送信して認証処理の実行を要求し（ステップＳ５０３）、サービス提供装置
２５０から応答された認証結果を認証情報に含まれるＩＤと対応付けて記憶部２１４に記
録する（ステップＳ５０４）。
【０１０１】
　そして、認証部２１５ｈは、ステップＳ５０１で取得した認証結果、または、サービス
提供装置２５０から応答された認証結果を認証要求の送信元へ応答する。ここで、認証結
果が認証成功の場合は、認証部２１５ｈは、自装置を所有する利用者のＩＤ等を記憶部２
１４から取得し、これらを認証情報として応答に含める（ステップＳ５０５）。
【０１０２】
　図１５は、撮影要求送信処理の処理手順を示すフローチャートである。図１５に示すよ
うに、撮影要求処理部２１５ａの撮影要求送信部２１５ｄは、認証情報と転送先を示す情
報とを含む撮影要求を送信する（ステップＳ６０１）。その処理結果が受信されると（ス
テップＳ６０２）、撮影要求送信部２１５ｄは、報知部２１７等を通じて処理結果を利用
者に通知する（ステップＳ６０３）。
【０１０３】
　図１６は、撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。図１６に示すように、撮
影実行処理部２１５ｂの撮影要求受信部２１５ｅは、撮影要求に認証情報として含まれる
ＩＤに対応する認証結果を記憶部２１４から取得する（ステップＳ７０１）。ここで、Ｉ
Ｄに対応する認証結果が記憶部２１４に存在し、かつ、認証結果が認証成功の場合（ステ
ップＳ７０２肯定）、撮影実行部２１５ｆは撮影を実行し（ステップＳ７０３）、画像送
信部２１５ｇは生成された画像データをサービス提供装置２５０へ送信する（ステップＳ
７０４）。そして、撮影実行処理部２１５ｂは、撮影要求の送信元に処理結果を応答する
（ステップＳ７０５）。
【０１０４】
　一方、ＩＤに対応する認証結果が記憶部２１４に存在しない場合、または、存在した認
証結果が認証成功でない場合（ステップＳ７０２否定）、撮影を実行することなく、撮影
実行処理部２１５ｂは、撮影要求の送信元に処理結果を応答する（ステップＳ７０５）。
【０１０５】
　図１７は、サービス提供装置２５０の動作を示すフローチャートである。図１７に示す
ように、サービス提供装置２５０においては、通信部２５１で認証要求が受信されると（
ステップＳ８０１肯定）、認証部２５３ａが、通信部２５１で受信された認証情報と利用
者情報記憶部２５２に記憶されている認証情報とを照合して認証処理を行い（ステップＳ
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８０２）、認証結果を通信部２５１から認証処理の要求元へ送信させる（ステップＳ８０
３）。
【０１０６】
　また、画像データ保存要求が通信部２５１で受信されると（ステップＳ８０１否定、
ステップＳ８０４肯定）、画像転送部２５３ｄが、画像データ保存要求を転送する（ステ
ップＳ８０５）。以上の処理手順をサービス提供装置２５０は、繰り返し実行する。
【符号の説明】
【０１０７】
　　２ａ、２ｂ　利用者
　１０　　ネットワーク
　２０　　無線基地局
１１０　　携帯装置
１１０ａ、１１０ｂ、２１０ａ、２１０ｂ　携帯装置
１１１　　撮影部
１１２　　通信部
１１３　　通信部
１１４、２１４　記憶部
１１５、２１５　制御部
１１５ａ、２１５ａ　撮影要求処理部
１１５ｂ、２１５ｂ　撮影実行処理部
１１５ｃ、２１５ｃ　撮影手段検出部
１１５ｄ、２１５ｄ　撮影要求送信部
１１５ｅ、２１５ｅ　撮影要求受信部
１１５ｆ、２１５ｆ　撮影実行部
１１５ｇ、２１５ｇ　画像送信部
２１５ｈ　認証部
２１６　　操作部
２１７　　報知部
１２０ａ、１２０ｂ、２２０ａ、２２０ｂ　画像管理装置
１２１　　通信部
１２２　　画像記憶部
１２３　　利用者情報記憶部
１２４　　制御部
１２４ａ　画像受信部
１２４ｂ　保存場所判定部
１２４ｃ　画像保存部
１２４ｄ　画像転送部
１３０　　撮影要求装置
１３５　　制御部
１４０　　撮影装置
１４５　　制御部
２５０　　サービス提供装置 
２５１　　通信部
２５２　　利用者情報記憶部
２５３　　制御部
２５３ａ　認証部
２５３ｂ　画像受信部
２５３ｃ　転送先判定部
２５３ｄ　画像転送部
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